
資料６〇体操服等の学用品の取扱いについて
＜PTA部会や代表者会議でこれまでにいただいた主な意見＞
●保護者の負担が増えると困る。
●体操服は、色の指定のみ行い、購入先やデザインの指定は必要ないかもしれない。
●先生の意見が重要ではないか。
●現在使用している体操服をそのまま使いたい。

各校のPTAで意見を整理。

●体操服を指定すべきという意見は特になし。
●３校の体操服をそのまま使用すればよいのではないか。
●体操服以外の学用品は、３校で話し合って決めればよいのではないか。

学校運営部会へ共有。体操服の指定に関する学校の意見を確認。

●体操服の素材、形、色についてはある程度の決まりが必要だが、指定の体操服が必要という意見は特になし。

●「新たな小学校」では、新たな負担が生じないよう、指定の体操服は設けないこととする。
※素材、形、色についてはある程度の決まりを設ける。
●体操服以外の学用品の取扱いについては、３校が主となり、協議・決定する。

上記の内容を踏まえ整理。


